
中
国
の
華
厳
学
は
賢
首
大
師
法
蔵
（
六
四
三
’
七
一
二
）
に
よ
っ

て
大
成
さ
れ
た
。
彼
の
立
教
開
宗
の
書
と
も
い
う
今
へ
き
『
華
厳
一

①

乗
教
義
分
斉
章
』
に
は
、
そ
の
題
号
の
示
す
よ
う
に
「
華
厳
一
乗
」

の
教
義
が
精
級
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
、
こ
の
害
が

『
華
厳
五
教
章
』
と
い
う
題
号
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
ご
と
く
、
こ
の
題
号
の
中
の
「
五

教
」
と
は
「
五
教
十
宗
判
」
の
五
教
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
『
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
』
が
華
厳
学
派
の
教
判
で
あ
る
五
教

判
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
特
に

全
体
の
二
分
の
一
を
占
め
る
「
所
詮
差
別
」
な
ど
は
五
教
の
観
点

よ
り
教
理
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
華
厳
五
教
章
』

（
以
下
は
こ
の
耆
名
を
用
い
、
『
五
教
章
』
と
略
称
す
る
）
と
い
う
題
号

法
蔵
教
学
に
於
け
る
始
教
と
終
教

は
じ
め
に

ｌ
『
五
教
章
」
と
「
探
玄
記
』
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

は
、
華
厳
一
乗
の
教
義
が
五
教
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ

と
に
あ
る
と
い
え
る
。

さ
て
、
イ
ン
ド
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
が
中
国
に
於
て
華
開

き
頂
点
を
極
め
た
時
期
は
唐
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
晴
代
ま
で
の

仏
教
研
究
の
成
果
を
継
承
し
た
初
唐
の
仏
教
は
一
つ
の
重
大
な
教

説
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）

に
帰
朝
し
た
玄
桀
（
六
○
二
’
六
六
四
）
に
よ
っ
て
新
訳
仏
教
が
確

立
さ
れ
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
慈
恩
大
師
基
（
六
三
二
’
六
八
二
）
な

ど
の
学
匠
に
よ
っ
て
唯
識
法
相
教
学
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
。
級
密
な
心
識
説
と
五
性
各
別
説
と
を
中
心
的
な
課
題
と
す

る
こ
の
教
学
は
、
そ
の
当
時
の
中
国
仏
教
界
に
大
き
な
波
紋
を
投

げ
か
け
て
一
世
を
風
扉
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
の
学
匠
達
に
と
っ
て
は
こ
の
教
学
が
無

視
で
き
な
い
存
在
と
な
り
、
同
時
代
の
華
厳
学
派
内
に
於
て
も

赤

尾
栄
慶

48



「
新
訳
」
「
唯
識
法
相
教
学
」
が
研
究
さ
れ
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
既
に
法
蔵
の
師
で
あ
る
至
相
大
師
智
催
（
六
○
二
’
六
六
八
）

の
「
華
厳
五
十
要
問
答
』
や
『
華
厳
孔
目
章
』
に
於
て
見
ら
れ
る
。

智
侭
は
新
来
の
唯
識
法
相
教
学
を
全
仏
教
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ

け
る
か
を
検
討
し
、
そ
の
上
で
大
乗
初
教
（
Ｉ
大
乗
始
教
）
と
し
て

②

の
位
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
学
問
的
業
績
を
受
け
つ
つ
、
教

判
及
び
教
義
の
両
面
に
整
理
検
討
を
加
え
た
法
蔵
に
於
て
は
五
教

判
が
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
も
は
や
法
蔵
の
華
厳
教
学
の

組
織
は
、
小
乗
教
・
大
乗
始
教
・
大
乗
終
教
・
頓
教
・
円
教
と
い

う
五
教
の
立
場
を
離
れ
て
そ
れ
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
法
蔵
の
多
く
の
著
作
の
中
で
も
双
壁
を
な
す
と

考
え
ら
れ
る
『
五
教
章
』
と
『
探
玄
記
』
ｌ
所
謂
「
五
教
十
宗
判
」

を
説
く
の
は
こ
の
二
言
で
あ
る
ｌ
に
於
て
は
、
始
教
と
終
教
と
の

判
定
規
準
及
び
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に

中
国
の
学
匠
達
の
教
判
は
諸
経
論
の
教
説
の
体
系
化
・
組
織
化
を

図
り
な
が
ら
自
己
の
信
奉
す
る
教
の
教
義
的
立
場
を
明
示
す
る
こ

と
に
あ
る
と
い
え
る
。
あ
る
意
味
で
教
判
は
学
匠
達
各
々
の
仏
教

全
般
に
対
す
る
総
合
的
な
見
解
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
そ
れ
故
、
同
一
人
物
ｌ
今
は
法
蔵
の
場
合
ｌ
に
於
て
そ
の

教
判
の
扱
い
が
相
違
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
仏
教
、
就
中
、
始

教
と
終
教
と
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
と

五
教
は
一
般
に
日
小
乗
教
（
愚
法
二
乗
の
た
め
に
四
諦
十
二
因
縁
を

説
く
『
阿
含
経
』
な
ど
の
教
）
、
口
大
乗
始
教
（
一
切
諸
法
は
空
で
あ
る

と
説
く
『
般
若
経
』
な
ど
の
教
と
、
諸
法
の
性
相
を
区
別
し
な
お
か
つ
五

性
各
別
を
説
く
『
解
深
密
経
』
な
ど
の
教
。
前
者
は
空
始
教
と
呼
ば
れ
、

後
者
は
相
始
教
と
呼
ば
れ
る
）
、
国
大
乗
終
教
（
真
如
随
縁
及
び
如
来
蔵

縁
起
を
説
き
、
一
切
皆
成
仏
を
説
く
『
榴
伽
経
』
や
「
起
信
論
』
な
ど
の

教
）
、
倒
頓
教
（
言
説
に
よ
ら
ず
、
段
階
的
位
次
を
超
え
て
理
性
の
頓
顕

を
表
現
す
る
「
維
摩
経
』
な
ど
の
教
）
、
㈲
円
教
（
完
全
で
円
満
な
教
。

法
界
縁
起
を
説
く
別
教
一
乗
た
る
『
華
厳
経
』
の
教
）
と
解
釈
さ
れ
る
。

五
教
の
う
ち
中
間
の
三
教
は
三
乗
教
で
あ
り
、
『
法
華
経
』
は
一

乗
教
で
は
あ
る
が
同
教
一
乗
の
分
斉
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
中
、

時
代
的
背
景
も
あ
っ
て
法
蔵
が
特
に
苦
心
し
た
教
理
組
織
は
唯
識

見
る
こ
と
も
で
き
る
。
法
蔵
に
於
け
る
そ
の
相
違
は
『
解
深
密
経
』

③

な
ど
の
三
時
教
の
扱
い
や
空
不
空
と
不
成
仏
成
仏
の
問
題
に
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
『
五
教
章
』
「
分
教
開
宗
」
及
び
『
探

玄
記
』
「
立
教
差
別
」
に
見
ら
れ
る
始
教
と
終
教
と
の
所
説
を
尋

ね
て
、
そ
の
相
違
が
奈
辺
よ
り
生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
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法
相
教
学
を
中
心
と
し
た
始
教
と
如
来
蔵
思
想
を
中
心
と
し
た
終

教
と
の
関
係
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
縁
起
論
と
い

う
立
場
か
ら
み
て
も
、
唯
心
縁
起
の
法
門
で
あ
る
華
厳
教
学
は
阿

頼
耶
識
縁
起
及
び
如
来
蔵
縁
起
と
重
要
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
点
に
於
て
も
、
華
厳
教
学
の
中
核
を
形
成
す
る
も
の

は
こ
こ
に
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
『
五
教
章
』
「
分
教
開
宗
」

に
於
け
る
始
教
と
終
教
と
に
関
す
る
論
述
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

④
⑤

法
蔵
は
三
乗
教
を
『
拐
伽
経
』
や
『
大
宝
積
経
論
』
の
教
説
に
よ

っ
て
漸
教
と
頓
教
と
に
分
け
、
そ
の
中
の
漸
教
を
更
に
始
終
二
教

に
開
く
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

謂
於
二
漸
中
一
開
一
出
始
終
二
教
記
即
如
二
上
（
説
）
深
密
経
等

三
法
輪
中
後
二
一
是
也
。
依
一
一
是
義
一
故
、
法
鼓
経
中
以
二
空
門
一

為
し
始
、
以
二
不
空
門
一
為
し
終
。
故
彼
経
云
、
迦
葉
白
し
仏
言
、

諸
摩
訶
桁
経
多
説
二
空
義
和
仏
告
二
迦
葉
「
一
切
空
経
是
有
余

説
。
唯
有
一
庇
経
一
是
無
上
説
非
二
有
余
説
下
：
：
若
有
二
衆
生
へ

僻
怠
犯
戒
不
二
勲
随
順
一
捨
二
如
来
蔵
常
住
妙
典
へ
好
楽
修
二
学

種
種
空
経
元
乃
至
広
説
。
解
云
、
此
則
約
一
一
空
理
有
余
一
名
為
二

⑥

始
教
「
約
二
如
来
蔵
常
住
無
上
〈
妙
典
〉
一
名
為
二
終
教
記

始
終
二
教
に
意
味
づ
け
を
与
え
る
に
あ
た
っ
て
、
法
蔵
は
『
法

鼓
経
』
の
所
説
に
よ
っ
て
「
空
門
」
を
始
教
に
、
「
不
空
門
」
を

⑦

終
教
に
配
当
し
て
い
る
。
『
法
鼓
経
』
で
は
諸
の
大
乗
経
典
に
は

空
義
を
説
く
経
典
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
空
経
は
す
尋
へ
て
有
余
の

説
に
相
当
し
、
た
だ
こ
の
経
が
有
余
の
説
に
あ
ら
ざ
る
無
上
の
説

で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
多
く
の
衆
生
の
中
で
も
僻
怠
犯
戒
の
劣
機

の
者
は
、
如
来
蔵
常
住
の
妙
典
を
捨
離
し
て
自
ら
好
ん
で
種
々
な

る
空
経
の
所
説
を
修
学
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
説

を
根
拠
と
し
て
法
蔵
は
有
余
の
説
た
る
空
経
の
教
説
を
始
教
と
し
、

無
上
の
説
た
る
如
来
蔵
常
住
の
教
説
を
終
教
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

⑧

こ
の
後
、
法
蔵
は
『
起
信
論
』
の
「
離
言
真
如
」
「
依
言
真
如
」
の

所
説
に
よ
り
頓
漸
二
教
や
始
終
二
教
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
令
へ

て
い
る
。又

〔
如
〕
起
信
論
中
、
約
一
顧
教
門
一
顕
一
絶
言
真
如
調
約
一
漸

教
門
一
説
二
依
言
真
如
記
就
二
依
言
中
一
約
二
始
終
二
教
「
説
二
空

⑨

不
空
二
真
如
一
也
。

「
起
信
論
』
の
所
説
の
う
ち
絶
言
真
如
（
Ｉ
離
言
真
如
）
は
頓
教

門
で
あ
り
、
依
言
真
如
は
漸
教
門
で
あ
る
。
依
言
真
如
に
関
し
て

空
真
如
を
説
く
の
が
始
教
、
不
空
真
如
を
説
く
の
が
終
教
な
の
で

あ
る
。
ま
た
前
出
の
引
文
の
中
で
漸
教
を
始
終
二
教
に
開
く
と
き
、

法
蔵
は
『
解
深
密
経
』
な
ど
の
教
説
に
あ
る
第
二
照
法
輪
を
始
教

に
、
第
三
持
法
輪
を
終
教
に
配
し
て
い
る
。
「
分
教
開
宗
」
に
先

⑩

立
っ
て
古
今
の
諸
師
十
家
の
教
判
が
載
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
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中
に
玄
樂
の
三
種
教
判
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
解
深
密

経
』
『
金
光
明
経
』
『
琉
伽
論
』
を
所
依
と
し
た
三
時
教
判
で
あ
る
。

法
蔵
は
こ
の
転
法
輪
（
初
時
）
・
照
法
輪
（
中
時
）
・
持
法
輪
（
後
時
）

の
所
説
を
承
け
て
、
「
分
教
開
宗
」
に
於
て
始
終
二
教
の
問
題
を

取
り
扱
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
第
一
時
の
転
法
輪
た
る
小
乗

教
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
問
題
は
な
い
が
、
で
は
第
二
照
法
輪
と

第
三
持
法
輪
と
に
関
し
て
法
蔵
は
如
何
な
る
解
説
を
施
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
叙
古
今
立
教
」
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

マ
（
）
○

二
名
二
照
法
輪
記
謂
〔
於
〕
中
時
於
二
大
乗
内
一
密
意
説
言
二
諸

法
空
一
等
。
三
名
二
持
法
輪
討
謂
於
二
後
時
一
於
二
大
乗
中
一
顕
了

⑪

意
説
二
三
性
及
真
如
不
空
理
一
等
。

玄
英
の
教
判
で
は
第
二
照
法
輪
は
仏
の
説
法
の
う
ち
中
時
に
於

け
る
諸
法
皆
空
の
教
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
密
意
の
説
な

の
で
あ
る
。
第
三
持
法
輪
は
後
時
に
於
け
る
三
性
及
び
真
如
不
空

理
を
説
く
教
で
顕
了
の
説
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
時

た
る
唯
識
の
教
が
了
義
の
説
と
な
る
。
さ
て
先
に
見
た
「
分
教
開

宗
」
で
は
第
三
時
教
が
終
教
に
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、

真
如
不
空
の
み
な
ら
ず
唯
識
三
性
説
も
終
教
に
入
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
蔵
は
真
如
不
空
を
説
く
点
に
注
目
し
て
終

教
に
配
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
始
終
二
教
の
空
不
空
の
問
題
に
関
し
て
は
、
『
五
教
章
』

「
決
択
前
後
意
」
に
於
て
も

三
或
有
二
衆
生
『
於
二
此
世
中
一
於
二
小
乗
及
初
教
一
根
不
定
故

堪
下
入
二
終
教
一
即
便
定
上
者
、
則
初
時
見
レ
転
二
小
乗
法
輪
「
中

時
見
レ
転
二
空
教
法
輪
《
後
時
見
レ
転
二
不
空
法
輪
討
如
二
解
深

⑫

密
経
等
説
一
者
是
。

と
あ
る
の
を
見
る
。
現
世
で
小
乗
及
び
始
教
に
於
て
根
が
不
定
で

あ
り
、
更
に
進
入
し
て
終
教
を
受
け
る
に
堪
え
る
者
は
、
仏
が
初

時
に
小
乗
の
法
を
、
中
時
に
空
門
を
、
後
時
に
不
空
の
法
門
を
説

く
と
見
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
解
深
密
経
』
な
ど
の
所

説
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
法
蔵
は
同
じ
く
空
教
の
法
輪
を
始
教
に
、

不
空
の
法
輪
を
終
教
に
あ
て
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
五
教
章
』
に
於
て
は
始
教
と
終
教
と
が
空
不
空

の
問
題
に
よ
っ
て
判
別
さ
れ
、
『
解
深
密
経
」
な
ど
に
よ
る
三
時

教
判
の
う
ち
第
二
時
教
は
始
教
に
、
第
三
時
教
は
終
教
に
配
当
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
唯
識
の
教
で
あ
る
第
三
時
教
を
終
教

に
配
し
た
法
蔵
の
所
説
が
、
先
に
挙
げ
た
五
教
の
一
般
的
な
解
釈

に
み
る
始
終
二
教
と
直
ち
に
一
致
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
は
一

応
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
法
蔵
の
教
学
の
中
で
も
『
五
教
章
』
同
様
、
重
要
な

位
置
を
占
め
る
一
方
の
「
探
玄
記
』
に
於
て
は
、
始
終
二
教
に
関
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し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
立

教
差
別
・
以
義
分
教
」
に
は

二
始
教
者
、
以
四
深
密
経
中
第
二
第
三
時
教
同
許
言
一
定
性
二
乗

倶
不
一
一
成
仏
一
故
、
今
合
し
之
総
為
二
一
教
記
此
既
未
し
尽
二
大
乗

法
理
や
是
故
立
為
二
大
乗
始
教
禿
三
終
教
者
、
定
性
二
乗
無⑬

性
闘
提
悉
当
二
成
仏
「
方
尽
一
大
乗
至
極
一
之
説
、
立
為
二
終
教
司

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
始
教
と
は
定
性
二
乗
が
倶
に
成
仏
し
な
い

こ
と
を
許
す
教
で
あ
り
、
『
解
深
密
経
』
の
第
二
照
法
輪
・
第
三

持
法
輪
は
と
も
に
始
教
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
終
教
と

は
定
性
二
乗
及
び
無
性
閏
提
も
す
書
へ
て
が
成
仏
す
る
と
い
う
一
切

皆
成
仏
を
説
く
教
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
始
教
は
「
未
だ
大
乗

の
法
理
を
尽
さ
ざ
る
」
教
説
で
あ
り
、
終
教
は
「
方
に
大
乗
の
至

極
を
尽
く
す
の
説
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
始
教
の
解
説
の
中
に

あ
る
「
今
は
之
を
合
し
て
総
じ
て
一
教
と
為
す
」
と
い
う
表
現
は
、

暗
に
「
五
教
章
』
に
於
て
第
二
時
教
と
第
三
時
教
と
を
始
終
二
教

に
分
け
た
こ
と
を
承
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
探
玄
記
』
の
所
説
で
は
、
始
教
と
終
教
と
が

定
性
二
乗
・
無
性
閻
提
の
不
成
仏
成
仏
の
問
題
に
よ
っ
て
峻
別
さ

れ
、
『
解
深
密
経
』
の
第
二
・
第
三
時
教
が
と
も
に
始
教
に
配
当

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
始
終
二
教
に
つ
い
て
『
五
教
章
』
と
『
探
玄
記
』
と
の

前
節
で
見
た
よ
う
に
始
終
二
教
と
『
解
深
密
経
』
の
三
時
教
判

と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
中
で
も
第
二
時
教
と
第
三
時
教
は

『
五
教
章
』
と
『
探
玄
記
」
に
於
て
は
そ
の
取
り
扱
い
が
違
っ
て

き
て
い
る
。
そ
こ
で
今
は
『
五
教
章
』
「
探
玄
記
』
両
害
に
於
て
、

法
政
が
三
時
教
判
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て

見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
『
五
教
章
』
「
叙
古
今
立
教
」
に
於
て
法
蔵
は
玄
英
の
三

種
教
判
、
す
な
わ
ち
三
時
教
判
を
紹
介
し
た
後
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

此
三
法
輪
中
但
摂
〈
説
〉
’
一
小
乗
及
三
乗
中
始
終
二
教
「
不
し

摂
二
別
教
一
乗
記
何
以
故
。
（
以
）
華
厳
経
在
二
初
時
一
説
、
非
二

是
小
乗
一
故
。
彼
持
法
輪
在
二
後
時
一
説
、
非
一
一
是
華
厳
一
故
。

所
説
の
相
違
を
確
認
す
れ
ば
、
『
五
教
章
』
で
は
空
不
空
の
問
題

に
よ
っ
て
、
『
探
玄
記
』
で
は
定
性
二
乗
・
無
性
閾
提
の
不
成
仏

成
仏
の
問
題
に
よ
っ
て
二
教
が
分
か
た
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
は

『
解
深
密
経
』
所
説
の
第
二
・
第
三
時
教
の
扱
い
に
関
し
て
は
、

『
五
教
章
』
で
は
第
二
時
教
は
始
教
に
第
三
時
教
は
終
教
に
配
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
探
玄
記
』
に
於
て
は
第
二
・
第
三
時
教

を
と
も
に
始
教
に
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

｜
’
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⑭

是
故
不
レ
摂
一
一
華
厳
法
門
一
也
。

転
（
初
時
）
・
照
（
中
時
）
・
持
（
後
時
）
の
三
法
輪
は
、
た
だ
小
乗

と
三
乗
中
の
始
終
二
教
と
を
摂
す
る
の
み
で
別
教
一
乗
た
る
華
厳

の
法
門
を
摂
し
て
い
な
い
と
す
る
。
『
華
厳
経
』
は
仏
成
道
菩
提

樹
下
の
説
法
で
あ
り
、
小
乗
教
が
説
か
れ
る
以
前
の
教
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
『
華
厳
経
』
こ
そ
が
初
時
の
説
な
の
で
あ
る
。
し
か
し

今
の
三
時
教
に
従
え
ば
、
初
時
は
転
法
輪
た
る
小
乗
教
と
な
り
、

こ
の
中
に
『
華
厳
経
』
を
摂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
更
に
『
華

厳
経
』
は
第
三
時
に
説
か
れ
た
教
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
自
ず

と
持
法
輪
に
も
摂
せ
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
別
教
一
乗
の
法
門
た
る

『
華
厳
経
』
は
三
時
教
判
の
い
ず
れ
に
も
摂
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
点
を
指
し
て
先
学
は
三
時
教
判
に
「
摂
教
未
尽
の
失
」

⑮
⑯

あ
り
と
し
、
唯
識
法
相
教
学
に
い
う
「
年
月
の
三
時
」
を
批
難
し

た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
唯
識
法
相
教
学
に
於
け
る
三
時
教
判
の
見
解
は
ど
の

よ
う
で
あ
ろ
う
か
。
基
の
『
法
苑
義
林
章
』
巻
一
に
は

略
示
し
教
者
、
四
阿
笈
摩
等
是
初
時
教
。
諸
説
空
経
是
第
二

時
教
、
以
一
一
隠
密
言
一
総
説
一
語
法
無
自
性
一
故
。
花
厳
深
密
唯

識
教
等
第
三
時
也
、
以
二
顕
了
言
一
説
二
三
無
性
非
空
非
有
中

⑰

道
教
一
故
。

と
あ
る
。
『
阿
含
経
』
な
ど
の
小
乗
教
は
初
時
有
教
、
隠
密
の
言

を
以
て
諸
法
の
空
を
説
く
『
般
若
経
』
な
ど
は
第
二
空
教
、
顕
了

の
言
を
以
て
三
無
性
非
空
非
有
の
中
道
を
説
く
の
が
第
三
時
中
道

教
で
あ
る
。
『
華
厳
経
』
『
解
深
密
経
』
『
唯
識
論
』
な
ど
の
教
は

第
三
時
中
道
教
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
法
苑
義
林
章
』
の

所
説
に
於
て
は
明
ら
か
に
『
華
厳
経
』
を
第
三
時
教
の
中
に
摂
し

て
い
る
。
こ
の
点
で
は
所
謂
三
時
教
判
は
た
だ
単
に
年
月
の
前
後

に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
一
般
に
唯
識
法
相
教
学
に

於
て
は
慧
沼
（
六
五
○
’
七
一
四
）
に
よ
っ
て
「
年
月
の
三
時
」
と

⑱

「
義
類
の
三
時
」
と
が
明
確
に
さ
れ
た
と
み
る
が
、
『
法
苑
義
林

章
』
の
所
説
に
於
て
は
「
年
月
の
三
時
」
の
中
に
「
義
類
の
三
時
」

⑲

を
内
包
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
『
法
苑

義
林
章
』
の
主
張
を
熟
知
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
法
蔵
は
「
華
厳
経

は
初
時
に
在
る
の
説
」
と
述
べ
た
後
、
更
に
改
め
て
「
彼
の
持
法

輪
は
後
時
に
在
る
の
説
、
是
れ
華
厳
に
非
ざ
る
が
故
に
」
と
述
べ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
『
五
教
章
』
「
叙
古
今
立
教
」

の
結
び
で
は
玄
美
を
も
含
め
た
諸
師
十
家
の
徳
を
讃
え
て
い
る
の

⑳

を
見
る
。
そ
し
て
玄
英
の
教
判
に
関
し
て
も
や
や
批
判
的
と
も
思

え
る
態
度
を
取
り
つ
つ
も
、
法
蔵
は
自
ら
の
教
判
の
上
に
三
時
教

判
の
所
説
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
も

『
五
教
章
』
に
見
ら
れ
る
融
会
の
態
度
の
一
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
「
探
玄
記
』
に
於
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
法
蔵
は
「
立

Jーの
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教
差
別
」
の
中
で
日
照
三
蔵
よ
り
伝
え
聞
い
た
戒
賢
・
智
光
の
三

時
教
判
を
紹
介
し
た
後
、
衆
生
が
教
説
を
領
解
す
る
の
に
約
し
て

戒
賢
・
智
光
の
教
判
を
会
通
し
よ
う
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

二
約
二
機
領
で
教
者
、
問
。
二
説
三
教
各
初
説
し
小
、
華
厳
初

説
如
何
会
釈
。
答
。
諸
徳
三
釈
。

一
云
、
此
三
法
輪
約
一
漸
悟
機
一
説
、
華
厳
最
初
約
二
頓
悟
機
一

説
。
若
爾
密
通
力
士
経
初
時
具
説
二
三
乗
法
へ
此
為
し
属
し
潮

為
し
属
し
頓
耶
。
若
是
漸
教
応
一
唯
説
石
小
＄
若
是
頓
教
応
一
一
唯

⑳

説
杉
大
。
彼
既
具
レ
三
極
成
二
遠
圭
呈
是
故
此
釈
亦
難
し
用
也
。

ま
ず
戒
賢
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
『
解
深
密
経
』
や
『
琉
伽
論
』

な
ど
に
よ
っ
て
初
時
教
は
小
乗
の
法
を
説
く
『
阿
含
経
』
な
ど
の

教
、
第
二
時
教
は
諸
法
は
空
な
り
と
説
く
『
般
若
経
』
な
ど
の
教
、

第
三
時
教
は
三
性
三
無
性
な
ど
の
唯
識
の
二
諦
を
説
く
『
解
深
密

経
』
の
教
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
戒
賢
の
三
時
教
判
は
『
五
教
章
』

所
説
の
玄
奨
の
三
種
教
判
と
同
じ
内
容
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

智
光
は
初
時
教
は
心
境
と
も
に
実
在
す
る
と
説
く
心
境
倶
有
の
小

乗
教
、
第
二
時
教
は
心
の
み
有
と
説
く
境
空
心
有
の
法
相
大
乗
、

第
三
時
教
は
心
境
倶
空
の
無
相
大
乗
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し

て
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
第
三
時
教
、
す
な
わ
ち
戒
賢
は
唯
識
の
教
、

智
光
は
般
若
空
の
教
を
も
っ
て
了
義
と
な
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

法
蔵
は
こ
の
二
説
は
い
ず
れ
も
初
時
に
小
乗
教
を
説
く
と
す
る
が
、

初
時
の
説
た
る
『
華
厳
経
』
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
会
釈
す
る
の

か
と
い
う
問
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
法
蔵
は
三

⑫釈
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
釈
が
こ
の
三
法
輪
は
漸
悟
の
機
に

約
し
て
説
き
、
『
華
厳
経
』
の
最
初
な
る
こ
と
は
頓
悟
の
機
に
約

し
て
説
く
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
法
蔵
は
「
此
の
釈

も
亦
、
用
い
難
き
な
り
」
と
し
て
批
判
の
眼
を
向
け
て
い
る
。

何
故
か
と
い
え
ば
、
『
密
通
力
士
経
』
の
「
初
時
に
具
さ
に
三
乗

⑳

の
法
を
説
く
」
と
い
う
教
説
に
関
し
て
、
こ
れ
を
漸
教
と
な
せ
ば

小
乗
の
法
の
み
を
説
く
べ
き
で
あ
り
、
頓
教
と
な
せ
ば
大
乗
の
法

の
み
を
説
く
尋
へ
き
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
「
密
通
力
士
経
』
で

は
既
に
初
時
に
三
乗
の
法
を
具
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今

の
諸
徳
の
釈
は
教
説
に
極
め
て
違
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
諸

徳
の
釈
と
い
う
の
は
『
法
苑
義
林
章
』
巻
一
の

約
二
理
及
機
漸
入
で
道
者
、
大
由
し
小
起
、
乃
有
二
三
時
諸
教
前

後
記
解
深
密
経
説
二
唯
識
一
是
也
。
若
非
二
漸
次
一
而
入
レ
道
者
、

大
不
し
由
し
小
、
即
無
二
三
時
諸
教
前
後
記
約
二
其
多
分
一
即
初

⑳

成
道
花
厳
等
中
説
一
一
唯
心
一
是
。

と
い
う
一
節
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
法
蔵
は
戒
賢
。
智
光
二
師
の
教
判
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て

『
華
厳
経
』
を
摂
し
て
い
な
い
点
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
始
終
二
教
に
対
す
る
『
五
教
章
』
と
『
探
玄
記
』
と

の
所
説
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
ゞ
へ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
す
る
一
つ
の
見
方
と
し
て
は
、
寿
霊
の
『
五
教
章
指

事
記
』
の
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
る
。
寿
霊
は
始
終
二
教
の
問
題
に
対

し
て
「
成
仏
不
成
仏
門
」
と
「
空
不
空
門
」
と
い
う
義
門
の
相
違

が
あ
る
と
し
て

問
。
経
疏
云
、
解
深
密
経
以
為
二
始
教
ゴ
云
何
今
説
為
二
終
教
一

耶
。
答
。
義
門
不
し
同
。
若
約
二
成
仏
不
成
仏
門
一
者
、
解
深

密
以
為
二
始
教
元
以
レ
許
二
一
定
性
入
二
実
滅
一
故
。
若
約
一
一
空
不
空⑳

門
一
以
名
二
終
教
毛
明
二
不
空
一
故
。
義
望
不
し
同
、
故
不
二
相
違
元

と
述
べ
て
い
る
。
『
経
疏
』
、
す
な
わ
ち
『
探
玄
記
』
に
於
て
は

し
か
し
戒
賢
・
智
光
の
教
判
を
述
寒
へ
る
中
に
於
て
、
法
蔵
は
戒
賢

、

露

の
説
に
つ
い
て
「
戒
賢
の
所
判
、
亦
道
理
有
り
」
と
し
、
智
光
の

、
℃

⑳

説
に
つ
い
て
は
一
‐
智
光
の
所
判
、
甚
だ
道
理
有
り
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
れ
ば
、
法
蔵
は
智
光
の
教
判
の
方
を
評
価

⑳

し
て
い
る
よ
蕾
フ
に
思
わ
れ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
唯
識
法
相
教
学
に
い
う
三
時
教
判
に
対

す
る
「
探
玄
記
』
の
見
解
は
、
『
五
教
章
』
に
見
ら
れ
る
そ
れ
よ

り
も
い
さ
さ
か
批
判
的
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

『
解
深
密
経
』
を
始
教
と
見
な
し
て
い
る
の
に
、
「
五
教
章
』
で

は
な
ぜ
終
教
に
配
当
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
を
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
答
と
し
て
は
義
門
の
相
違
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
述
寺
へ
て
い

る
。
「
探
玄
記
』
で
は
「
成
仏
不
成
仏
門
」
に
よ
っ
て
『
解
深
密

経
』
を
始
教
と
判
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
定
性
二
乗
の
証

す
る
浬
樂
に
入
る
こ
と
を
許
し
、
い
ま
だ
皆
成
仏
す
る
と
説
か
な

い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
『
五
教
章
』
に
於
て
は
「
空
不
空

門
」
に
よ
っ
て
始
終
二
教
を
判
別
し
、
第
三
時
教
で
あ
る
『
解
深

密
経
』
は
不
空
を
も
明
す
点
で
終
教
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
義
門
の
相
違
と
い
う
寿
霊
の
指
摘
は
ま
さ
に
そ
の

通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
五
教
章
』
『
探
玄
記
』
両
害
の
所
説
は
、

た
だ
単
に
義
門
の
相
違
と
い
う
問
題
に
止
ま
ら
な
い
何
ら
か
の
意

義
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
以
下
の
よ
う
な

四
の
観
点
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
に
五
教
の
分
類
方
法
、
二
に
両
書
が
も
つ
時
代
背
景
、
三
に
日

照
三
蔵
と
の
出
遇
い
、
四
に
両
耆
の
撰
述
に
関
す
る
意
図
の
四
で

↑
松
｝
つ
（
〕
○一

に
五
教
の
分
類
方
法
に
関
し
て
は
、
『
五
教
章
』
に
は

⑳

就
レ
法
分
し
教
、
教
類
有
し
五
。

と
あ
り
、
『
探
玄
記
』
に
は

弱



⑳

以
レ
義
分
レ
教
、
教
類
有
し
五
。
此
就
レ
義
分
、
非
し
約
一
一
時
事
元

と
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
五
教

、

、

章
』
の
「
法
に
就
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
『
探
玄
記
』
の
「
義

を
以
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
五
教
章
』
で
は
五

教
判
の
末
尾
に

此
約
し
理
〈
法
〉
以
分
レ
教
耳
。
若
就
二
法
義
一
如
二
下
〔
巻
中
〕

⑪

別
弁
記

と
述
べ
て
、
所
謂
所
詮
の
義
た
る
法
相
義
理
の
問
題
を
「
所
詮
差

別
」
に
讓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
『
五
教
章
』
に

、

あ
る
「
法
に
就
く
」
と
い
う
「
法
」
は
文
章
や
教
法
な
ど
の
能
詮

⑫

の
法
を
意
味
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
内
容
的

に
見
れ
ば
、
『
五
教
章
』
所
説
の
五
教
判
に
於
て
は
今
の
「
法
」

を
能
詮
の
法
と
の
み
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
『
五
教
章
』
「
分
教
開
宗
」
に
於
て
は
、
漸
頓
二
教
に
関
し

⑬
⑭

て
『
娚
伽
経
』
や
『
大
宝
積
経
論
』
の
所
説
を
引
用
し
解
説
を
な

し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
『
五
教
章
』
に
於
け
る
五
教
判
は
、

漸
頓
と
い
う
よ
う
な
化
儀
の
面
、
い
わ
ば
説
法
の
形
式
的
・
段
階

的
な
面
を
も
有
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
こ
に
於
て
『
解
深
密
経
」
の
三
時
教
の
う
ち
、
第
二
時

教
を
始
教
に
、
第
三
時
教
を
終
教
に
配
当
し
た
と
見
る
こ
と
も
で

辛
巽
こ
し
‐
生
渭
〔
ノ
０

一
方
、
『
探
玄
記
』
に
於
て
は
あ
く
ま
で
も
「
義
を
以
て
」
と
あ

る
よ
う
に
、
教
の
意
義
内
容
た
る
所
詮
の
義
を
も
っ
て
五
教
に
分

け
て
い
る
。
こ
れ
を
強
調
し
て
い
る
の
が
「
時
事
に
約
す
に
は
非

ず
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
時
間
的
な
順
序
や
事
儀
に
約
す
る
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
『
五
教
章
』
に
は
な
く
、
こ

れ
が
『
解
深
密
経
』
の
第
二
時
教
と
第
三
時
教
と
を
合
し
て
始
教

一
教
に
配
当
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

更
に
法
蔵
の
五
教
判
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
『
探
玄
記
』
の
五

教
判
の
結
び
に

此
上
五
教
非
二
局
判
で
経
、
但
多
分
而
論
。
如
二
上
所
で
指
通
一
一

⑮

諸
経
論
「
並
可
レ
知
。

と
述
ゞ
へ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
経
を
局
っ
て
一
教
と
な

す
の
で
は
な
く
、
一
経
・
一
論
に
説
か
れ
る
多
分
の
説
に
よ
っ
て

五
教
の
い
ず
れ
か
に
分
類
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は
『
五
教
章
』
に
も
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
特
に

『
五
教
章
』
の
「
所
詮
差
別
・
断
惑
分
斉
」
の
始
終
二
教
の
所
説

⑯

の
中
に
は
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
に
両
書
が
も
つ
時
代
背
景
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
撰
述
年

代
の
確
定
が
必
要
と
な
る
。
撰
述
年
代
に
関
し
て
は
い
ず
れ
も
推

定
の
域
を
出
な
い
が
、
『
五
教
章
』
は
日
照
三
蔵
と
の
出
遇
い
に

よ
る
記
述
を
し
て
い
な
い
点
な
ど
に
よ
り
三
十
八
歳
以
前
と
考
え

rー戸
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⑰

ら
れ
、
『
探
玄
記
』
は
日
照
三
蔵
を
は
じ
め
と
し
た
訳
経
三
蔵
の

⑱

記
事
な
ど
の
点
よ
り
五
十
代
中
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん

『
探
玄
記
』
は
大
部
な
著
で
あ
る
か
ら
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
つ

⑳

て
著
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
両
髻
の
間

に
は
十
年
ぐ
ら
い
の
年
月
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ

う
。
『
五
教
章
』
が
著
さ
れ
た
時
に
は
玄
英
の
愛
弟
子
で
あ
る
基

（
六
八
二
没
）
が
存
命
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
、
い
ま
だ
唯
識
法

相
教
学
が
全
盛
の
時
代
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
『
五
教
章
』
の

「
叙
古
今
立
教
」
に
玄
英
の
教
判
を
取
り
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
当

時
の
仏
教
界
の
情
況
を
考
慮
し
て
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
一
方
、

『
探
玄
記
』
が
著
さ
れ
た
頃
に
は
唯
識
法
相
教
学
に
於
て
は
慧
沼

が
そ
の
跡
を
継
承
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
基
在
世
当
時
ほ
ど
の

ま
と
ま
り
と
勢
い
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
に
は
日
照
三
蔵
と
の
出
遇
い
の
問
題
で
あ
る
。
法
蔵
と
日
照

三
蔵
と
の
出
遇
い
の
話
は
ひ
じ
ょ
う
に
有
名
で
あ
り
、
法
蔵
は
日

照
三
蔵
よ
り
多
く
の
教
示
を
受
け
て
い
る
。
中
で
も
戒
賢
・
智
光

の
三
時
教
判
の
問
題
は
法
蔵
の
関
心
を
強
く
引
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
は
『
五
教
章
』
以
後
の
法
蔵
の
著
作
の
中
に
必
ず
と
い

っ
て
も
よ
い
ほ
ど
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
『
探

玄
記
』
に
於
て
は
戒
賢
・
智
光
の
教
判
に
関
し
て
智
光
の
教
判
’

第
二
時
教
は
法
相
大
乗
、
第
三
時
教
は
了
義
た
る
無
相
大
乗
、
す

な
わ
ち
「
解
深
密
経
』
の
三
時
教
判
の
う
ち
第
二
時
教
と
第
三
時

教
の
地
位
を
逆
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
ｌ
を
評
価
し
て
い
た

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

四
に
両
書
の
撰
述
に
関
す
る
意
図
に
つ
い
て
で
あ
る
。
『
五
教

章
』
は
五
教
の
分
斉
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
華
厳
一

乗
」
の
教
義
を
閨
明
し
た
書
で
あ
る
。
『
探
玄
記
』
は
華
厳
学
派

正
依
の
経
典
で
あ
る
『
華
厳
経
』
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
そ
の

注
釈
を
な
し
た
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
五
教
章
」
は
教
義
の
綱

要
害
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
「
探
玄
記
』
は
経
典
の
注
釈
書
と

い
う
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
ず
か
ら
両
害
の

立
場
の
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
、
述
べ
た
よ
う
な
諸
点
を
無
視
し
て
は
始
終
二
教
の
説
相

の
相
違
と
い
う
問
題
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

結
び
に

「
五
教
章
』
は
唯
識
法
相
教
学
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
大
き
な

努
力
を
払
い
つ
つ
、
そ
れ
を
仏
教
の
流
れ
全
体
の
中
で
矛
盾
な
く

理
解
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
特
に
「
所
詮
差
別
」

の
各
門
に
於
て
は
、
始
終
二
教
の
所
説
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ

と
か
ら
も
そ
れ
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
義
理
分
斉
・
三

R 7
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性
同
異
義
」
で
は
、
所
謂
「
真
如
凝
然
」
の
問
題
を
「
諸
法
を
作

⑩

さ
ざ
る
如
情
所
謂
の
凝
然
な
り
と
謂
う
に
は
非
ず
」
と
解
釈
し
て

⑪

『
成
唯
識
論
』
に
代
表
さ
れ
る
教
説
を
会
通
し
て
い
る
。
更
に
情

⑫

弁
・
護
法
の
空
有
の
諄
論
に
関
し
て
も
「
相
破
返
〈
反
〉
相
成
」

と
述
べ
て
、
お
互
い
の
観
点
の
相
違
に
ふ
れ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の

主
張
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
「
三
性
同
異
義
」
は
唯
識

教
学
に
於
け
る
重
要
な
教
義
の
一
で
あ
る
三
性
説
を
独
自
の
立
場

よ
り
変
容
せ
し
め
て
自
ら
の
華
厳
教
学
の
上
に
取
り
込
む
の
で
あ

る
。
ま
た
五
教
十
宗
判
の
十
宗
は
基
の
『
法
華
玄
賛
』
所
説
の
八

⑬

宗
判
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
点
が
『
五
教
章
』
の
特
徴
の
一
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
五
教
章
』

に
於
け
る
始
終
二
教
の
取
り
扱
い
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。一

方
、
『
探
玄
記
』
で
は
唯
識
法
相
教
学
に
対
し
て
『
五
教
章
』

ほ
ど
の
融
会
の
態
度
を
取
っ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
唯
識
法
相
教
学
が
そ
れ
の
全
盛
期
を
過
ぎ
た
と
い
う
事
情
も
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
更
に
は
『
五
教
章
』
撰
述
段
階
で
は
い
ま
だ

出
遇
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
日
照
三
蔵
直
伝
の
戒
賢
・
智
光
の

三
時
教
判
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
智
光
の
教
判
に
心
を

動
か
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
影
響
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
『
五
教
章
』
が
教
義
の
綱
要
害
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
『
探
玄
記
』
は
『
華
厳
経
』
と
い
う
経
典
そ
の

も
の
の
注
釈
害
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
『
探

玄
記
』
で
は
所
詮
の
義
の
観
点
に
立
ち
成
仏
不
成
仏
の
問
題
ｌ
成

仏
す
る
か
否
か
と
い
う
仏
教
に
於
け
る
重
要
な
課
題
ｌ
に
よ
っ
て

始
終
二
教
を
明
確
に
判
別
し
、
「
解
深
密
経
』
の
第
二
・
第
三
時

教
を
始
教
一
教
に
位
置
づ
け
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
こ
の
小
論
で
は
『
五
教
章
』
「
分
教
開
宗
」
と

『
探
玄
記
』
「
立
教
差
別
」
と
に
於
け
る
始
終
二
教
の
相
違
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
の
一
端
を
考
察
し
た
の
で
あ
る
が
、
決
定
的
な
結
論
を

見
出
す
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
始
終
二

教
の
問
題
は
法
蔵
教
学
が
担
っ
た
重
要
な
課
題
を
孕
ん
で
い
る
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。

註

①
題
号
に
は
以
下
の
八
種
が
あ
る
。
一
、
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
（
宋

本
、
浄
源
重
校
序
）
二
、
華
厳
一
乗
教
分
記
（
和
本
上
・
中
巻
、
錬

本
上
・
下
巻
）
三
、
華
厳
経
中
一
乗
五
教
分
斉
義
（
和
本
下
巻
）

四
、
華
厳
経
中
一
乗
立
教
分
斉
義
記
（
錬
本
中
巻
）
五
、
一
乗
教

分
記
（
寄
海
東
書
）
六
、
華
厳
教
分
記
（
華
厳
経
伝
記
、
法
蔵
和

尚
伝
に
は
教
分
記
と
あ
る
）
七
、
華
厳
五
教
章
（
浄
源
重
校
序
）

八
、
華
厳
一
乗
分
教
記
（
同
前
）
で
あ
る
。

②
中
條
道
昭
「
智
侭
の
教
判
説
に
つ
い
て
」
（
駒
沢
大
学
仏
教
学
部

論
集
第
九
号
、
昭
認
）
二
五
八
頁
・
二
五
九
頁
註
昭
参
照
。

③
『
解
深
密
経
』
巻
第
二
、
無
自
性
相
品
（
大
正
妬
．
六
九
七
ａ
ｌ
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ｂ
）
に
三
時
教
の
所
説
が
あ
る
。
ま
た
「
転
法
輪
・
照
法
輪
・
持
法

輪
」
の
三
法
輪
は
『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
二
、
業
障
滅
品
（
大
正

焔
．
三
六
八
ｂ
）
に
あ
る
。

④
四
巻
「
糯
伽
経
』
巻
第
一
、
一
切
仏
語
心
品
に
あ
る
「
仏
告
二
大

彗
堂
漸
浄
非
し
頓
。
如
二
誰
羅
果
漸
熟
非
℃
頓
、
如
来
浄
二
除
一
切
衆
生

自
心
現
流
「
亦
復
如
し
是
。
漸
浄
非
し
頓
」
（
大
正
陥
・
四
八
五
Ｃ
ｌ

六
ａ
）
や
「
臂
如
三
明
鏡
頓
現
一
二
切
無
相
色
像
「
如
来
浄
二
除
一
切

衆
生
自
心
現
流
「
亦
復
如
し
是
。
頓
現
下
無
相
無
し
有
二
所
有
一
清
浄
境

界
上
」
（
同
・
四
八
六
ａ
）
と
い
う
経
文
、
或
い
は
十
巻
『
拐
伽
経
』

の
相
当
箇
処
で
は
巻
第
二
、
集
一
切
仏
法
品
（
同
．
五
二
五
ａ
、
五

二
五
ｂ
）
の
経
文
を
引
用
。

⑤
『
大
宝
積
経
論
』
巻
第
一
に
あ
る
「
諸
頓
説
教
及
諸
脩
多
羅
法
」

（
大
正
妬
．
二
○
八
Ｃ
）
を
引
用
。

⑥
鎌
田
本
一
四
二
’
三
頁
。
大
正
妬
・
四
八
一
ｂ
ｌ
ｃ
・

尚
、
『
五
教
章
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
和
本
、
宋
本
、
錬
本
の
三

種
が
あ
り
、
『
大
正
大
蔵
経
」
所
収
の
宋
本
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は

列
門
の
異
な
り
や
文
句
の
異
な
り
な
ど
の
点
に
於
て
問
題
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
今
は
用
い
や
す
さ
の
面
か
ら
も
和
本
・
宋
本

の
異
同
を
示
し
た
鎌
田
茂
雄
著
『
華
厳
五
教
章
」
（
仏
典
講
座
詔
、

大
蔵
出
版
、
昭
副
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
、
鎌
田
本
と
略
称

し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
引
用
文
中
に
示
す
標
識
中
、
〔
〕
は

和
本
に
あ
っ
て
宋
本
に
は
な
い
も
の
、
（
）
は
宋
本
に
あ
っ
て
和

本
に
は
な
い
も
の
、
〈
〉
は
和
本
に
対
す
る
宋
本
の
異
読
（
例
。

、
、

菩
提
留
〈
流
〉
支
）
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
即
Ｉ
則
の

類
は
校
異
省
略
）
。
便
宜
上
、
「
大
正
大
蔵
経
』
の
該
当
箇
処
も
併
記

、
ｉ
）
《
ん
ｏ

⑦
『
大
法
鼓
経
』
巻
下
に
「
迦
葉
白
し
仏
言
、
世
尊
、
諸
摩
訶
桁
経
多

説
二
空
義
記
仏
告
二
迦
葉
『
一
切
空
経
是
有
余
説
。
唯
有
二
此
経
一
是
無

上
説
、
非
二
有
余
説
和
復
次
迦
葉
、
如
下
波
斯
匿
王
、
常
十
一
月
設
二

大
施
会
「
先
食
二
餓
鬼
孤
独
貧
乞
「
次
施
一
一
沙
門
及
婆
羅
門
『
甘
繕
衆

味
随
中
其
所
欲
与
諸
仏
世
尊
亦
復
如
し
是
。
随
二
順
衆
生
種
種
欲
楽
「

而
為
演
二
説
種
種
経
法
毛
若
有
二
衆
生
「
僻
怠
犯
戒
不
二
勤
修
習
一
捨
二

如
来
蔵
常
住
妙
典
二
好
楽
修
二
学
種
種
空
経
一
」
（
大
正
９
．
二
九
六

ｂ
）
と
あ
る
。

③
大
正
犯
・
五
七
六
ａ
。

⑨
鎌
田
本
一
四
三
頁
。
大
正
妬
・
四
八
一
Ｃ
・

⑩
菩
提
流
支
（
一
音
教
）
、
誕
法
師
（
漸
頓
二
教
）
、
光
統
慧
光
（
三

種
教
）
、
大
術
法
師
（
四
宗
教
）
、
護
身
法
師
（
五
種
教
）
、
耆
闇
法

師
（
六
宗
教
）
、
慧
思
・
智
頻
（
四
教
）
、
敏
法
師
（
二
教
）
、
光
宅

法
雲
（
四
乗
教
）
、
玄
美
（
三
種
教
）
の
十
家
で
あ
る
。

⑪
鎌
田
本
一
三
三
頁
。
大
正
拓
・
四
八
一
ａ
・

＠
鎌
田
本
一
七
七
’
八
頁
。
大
正
妬
．
四
八
三
ａ
ｌ
ｂ
。

⑬
巻
第
一
（
大
正
弱
．
二
五
ｃ
）
。

⑭
鎌
田
本
一
三
三
頁
。
大
正
妬
．
四
八
一
ａ
。

⑮
一
蓮
院
秀
存
述
『
華
厳
五
教
章
講
義
』
巻
二
に
「
雨
れ
ぱ
彼
家
に

、
、
、
、
、
、

立
る
三
時
は
摂
教
未
尽
の
失
は
免
れ
ぬ
と
云
う
心
を
含
め
て
の
た
も

う
な
り
」
（
九
九
丁
ウ
ラ
）
と
あ
る
。
尚
、
『
探
玄
記
』
巻
第
一
に
は

一
連
の
三
時
教
判
を
め
ぐ
っ
て
の
釈
の
中
に
「
摂
レ
法
不
レ
尽
」
（
大

正
調
．
二
二
ｂ
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

⑯
『
成
唯
識
論
述
記
』
巻
第
一
本
に
「
漸
教
法
門
以
弁
二
三
時
元
若
大

由
レ
小
起
、
即
有
二
三
時
年
月
前
後
こ
（
大
正
娼
・
二
三
○
ａ
）
と
あ

り
、
『
法
苑
義
林
章
』
巻
第
一
（
大
正
妬
．
二
四
九
ｂ
）
に
も
同
様
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の
説
が
あ
る
。

⑰
大
正
妬
．
二
四
九
ａ
。

⑬
「
成
唯
識
論
了
義
灯
』
巻
第
一
本
に
は
三
時
教
に
つ
い
て
「
此
有
二

二
義
↓
一
約
二
前
後
二
一
約
二
義
類
一
」
（
大
正
妃
・
六
六
○
ｃ
）
と
あ

づ
（
》
。

⑲
深
浦
正
文
著
「
唯
識
学
研
究
』
下
巻
、
教
義
論
（
永
田
文
昌
堂
、

昭
団
）
に
「
而
し
て
、
こ
れ
も
と
経
説
の
年
月
の
三
時
に
お
の
ず
か

ら
義
類
の
三
時
を
含
蓄
せ
る
に
基
け
る
も
の
で
あ
る
」
（
二
一
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
「
叙
古
今
立
教
」
の
結
び
の
中
に
は
「
此
上
十
家
立
教
諸
徳
並
是

当
時
法
将
、
英
悟
絶
倫
歴
代
明
模
。
階
位
直
し
測
」
（
鎌
田
本
一
三
四

頁
、
大
正
妬
．
四
八
一
ａ
）
と
あ
る
。

＠
巻
第
一
（
大
正
弱
。
二
二
ｂ
）
。

⑳
他
の
二
釈
は
、
三
法
輪
は
顕
了
門
に
約
す
釈
と
結
集
に
約
す
釈
と

の
二
で
あ
る
。

⑳
『
大
宝
積
経
』
巻
第
十
一
’
二
、
密
通
金
剛
力
士
会
に
「
菩
薩
適

成
二
如
来
道
法
『
夙
夜
七
日
悉
存
二
法
楽
「
…
…
如
レ
是
寂
意
、
如
来

以
レ
斯
随
三
衆
生
心
所
し
可
二
愛
楽
「
而
転
二
法
輪
↓
各
令
レ
得
し
所
。
如

来
以
レ
是
為
二
衆
生
講
一
転
二
子
法
輪
一
」
（
大
正
ｎ
．
六
四
Ｃ
ｌ
五
Ｃ
）

と
あ
る
取
意
文
。

②
大
正
妬
・
二
四
九
ｂ
。
尚
、
『
成
唯
識
論
述
記
』
巻
第
一
本
（
大

正
偲
・
二
三
○
ａ
）
に
も
同
様
の
説
が
あ
る
。

⑳
大
正
調
・
二
二
ｂ
。

⑳
同
右
。

⑳
国
訳
一
切
経
・
経
疏
部
六
（
坂
本
幸
男
訳
『
華
厳
経
探
玄
記
』
一
）

四
六
頁
註
密
の
中
に
「
賢
首
は
明
白
に
は
云
わ
ざ
れ
ど
戒
賢
の
教
判

に
対
し
て
は
『
亦
道
理
有
り
』
と
い
い
、
智
光
の
に
対
し
て
は
．
『
甚

だ
道
理
有
り
』
と
い
え
る
に
徴
し
て
智
光
の
教
判
に
一
層
の
価
値
を

認
め
し
こ
と
推
知
せ
ら
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

⑳
大
正
沌
・
二
二
三
ａ
。

⑳
鎌
田
本
一
三
六
頁
。
大
正
妬
．
四
八
一
ｂ
。

⑳
巻
第
一
（
大
正
弱
．
三
五
ｃ
）
。

③
鎌
田
本
一
四
三
頁
。
大
正
猫
・
四
八
一
ｃ
・

＠
凝
然
の
『
五
教
章
通
路
記
』
巻
第
十
四
（
大
正
沌
・
三
九
二
ａ
ｌ

、

、

Ｃ
）
に
よ
れ
ば
、
「
就
レ
法
分
し
教
」
の
「
法
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、

宋
朝
四
家
の
疏
の
う
ち
「
義
苑
疏
』
『
復
古
記
」
「
集
成
記
』
は
能

詮
の
教
法
と
捉
え
、
『
折
薪
記
』
は
所
詮
の
義
と
捉
え
て
い
る
。
そ

し
て
凝
然
は
「
就
レ
法
分
レ
教
法
通
二
能
所
や
是
故
諸
記
異
釈
取
捨
」

（
大
正
羽
・
三
九
二
ｃ
）
と
述
零
へ
て
、
今
の
「
法
」
は
能
詮
所
詮
に

通
ず
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

⑳
前
出
④
参
照
。

⑭
前
出
⑤
参
照
。

⑮
巻
第
一
（
大
正
弱
．
二
六
ｂ
）
。

⑳
始
教
の
断
惑
分
斉
を
明
す
中
で
は
、
梁
『
摂
論
」
（
真
諦
訳
「
摂

大
乗
論
』
及
び
同
『
釈
論
」
ｌ
主
に
終
教
の
教
説
と
し
て
引
用
さ
れ

る
）
や
『
維
摩
経
』
を
引
用
し
、
終
教
で
は
無
性
「
摂
大
乗
論
釈
』

（
主
に
始
教
の
教
説
と
し
て
引
用
さ
れ
る
）
や
『
仁
王
経
』
を
引
用

し
て
い
る
。

⑰
国
訳
一
切
経
・
諸
宗
部
四
、
三
五
頁
「
華
厳
五
教
章
解
題
」
（
鎌

田
茂
雄
述
）
を
参
照
。

⑬
吉
津
宜
英
「
法
蔵
の
著
作
の
撰
述
年
代
に
つ
い
て
」
（
駒
沢
大
学

仏
教
学
部
論
集
第
十
号
、
昭
型
）
を
参
照
。
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⑲
国
訳
一
切
経
・
経
疏
部
十
、
五
三
○
頁
「
華
厳
経
探
玄
記
解
題
」

（
鍵
主
良
敬
述
）
を
参
照
。

⑳
鎌
田
本
二
一
四
頁
。
大
正
妬
．
五
○
○
ａ
・

＠
「
真
如
凝
然
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
成
唯
識
論
」
巻
第
九
の
「
真

謂
真
実
顕
レ
非
二
虚
妄
記
如
謂
如
常
表
し
無
二
変
易
記
謂
此
真
実
於
一
二

、
、
、
、
、
、
、
、

切
位
一
常
如
其
性
故
日
二
真
如
記
即
是
湛
然
不
二
虚
妄
一
義
」
（
大
正
訓
・

四
八
ａ
）
や
同
巻
第
十
の
．
本
来
自
性
清
浄
浬
樂
。
謂
一
切
法
相

、

真
如
理
。
錐
し
有
一
蓉
染
一
而
本
性
浄
。
具
一
無
数
量
微
妙
功
徳
「
無
し

、
、
、
、
、
、
、

生
無
し
滅
湛
若
二
虚
空
一
」
（
同
．
五
五
ｂ
）
の
所
説
に
よ
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

＠
鎌
田
本
二
一
七
頁
。
大
正
妬
・
五
○
一
ａ
ｔ
ｂ
。

⑬
巻
第
一
本
に
は
「
宗
有
し
八
者
、
一
我
法
倶
有
、
犢
子
部
等
。
二
有

法
無
我
、
薩
婆
多
等
。
三
法
無
去
来
、
大
衆
部
等
。
四
現
通
仮
実
、

説
仮
部
等
。
五
俗
妄
真
実
、
説
出
世
部
等
。
六
諸
法
但
名
、
説
一
部

等
。
七
勝
義
皆
空
、
般
若
等
経
、
竜
樹
等
説
中
百
論
等
。
八
応
理
円

実
、
此
法
華
等
無
著
等
説
中
道
教
也
」
（
大
正
弘
・
六
五
七
ａ
ｌ
ｂ
）

と
あ
る
。
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